
令和３年 第１７回 川口市教育委員会定例会

                                日 時 令和３年１０月２１日（木） 

                                    午後１時３０分 

                                場 所 ワークファンルーム会議室１・２ 

日    程

１ 開 会

２ 点 呼

３ 教育長職務代理者の指名について

４ 前回会議録の承認

（１）第１６回川口市教育委員会定例会会議録 

５ 教育長報告

（１）９月市議会定例会の概要について                          ――別添１

（２）川口市公民館運営審議会委員の委嘱を解いたことについて               ――  １

（３）令和３年度学校保健及び学校安全表彰（文部科学大臣表彰）について          ――  ２

（４）養護教諭制度８０周年記念学校保健功労者表彰

（文部科学大臣表彰）について         ――  ４

（５）令和３年度川口市学校保健等優良学校（園）の決定について              ――  ５

６ 協議事項

７ 議 事

議案第１０２号 川口市公民館運営審議会委員を委嘱することについて            ――  ７

議案第１０３号 令和３年度川口市立教育研究所カウンセラーを

追加委嘱することについて         ――  ８

８ その他

（１）西川口公民館改築に伴う休館について                        ――  ９

（２）「令和４年川口市はたちの集い」について                      ―― １０

（３）令和３年度川口市青少年文化活動奨励賞選考結果について               ―― １１

９ 閉 会



川口市公民館運営審議会委員の委嘱を解いたことについて 

公民館名 氏 名 委嘱年月日 条例第３条該当名 解嘱年月日 

西公民館 髙栁 正憲 令和２年７月１日 社会教育関係者 令和３年５月２２日 

西公民館 榎本 美知子 令和２年７月１日 社会教育関係者 令和３年６月５日 

西公民館 高橋 義一 令和２年７月１日 社会教育関係者 令和３年７月１４日 

戸塚公民館 大谷 貴美子 令和２年７月１日 
家庭教育の向上に 

資する活動を行う者 
令和３年９月１６日 
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令和３年度学校保健及び学校安全表彰（文部科学大臣表彰）について 

学校保健 受賞校：川口市立青木中央小学校（大竹 伸明校長） 

１ 趣旨

学校保健及び学校安全の普及と向上に尽力し多大の成果をあげた個人、学校及び団体

を、文部科学大臣が表彰し、もって学校保健及び学校安全の振興に資するもの。

２ 受賞校の取組

川口市立青木中央小学校では、「かしこく やさしく たくましく」を学校教育目標

とし、全ての教育活動を健康教育の推進と関連付け、「主体的に学び、心・体・からだ

の健康づくりに取り組む人間性豊かな児童の育成」を目指し、特色ある学校づくりを

展開している。

 健康教育を核とした教育活動を実施するため、校務分掌に【健康４部会】（①健康な

学習つくり部、②健康な心つくり部、③健康な体つくり部、④健康な環境つくり部）

を設定し、教職員・家庭・地域が一体となり、組織的・計画的・継続的に児童の総合

的な健康づくりの推進に取り組んでいる。

（１）生活習慣  
ア 「すくすくカード」の継続的な実施と活用

   ・朝昼夜の歯みがき、起床就寝時刻、体温、排便、朝ごはんについて児童が毎朝、
家庭で取り組む健康観察表。

   ・新型コロナ感染症の影響を考慮し、家族の健康記入欄を設け、家族で取り組む
方法とし、土日や長期休業も含め３６５日実施している取組み。
・継続的な実施により、基本的な生活習慣を確立し、自らの生活を振り返り改善
していく力の育成につながっている。

 イ 生活習慣病予防のため健康教室「たけのこ」の実施

・肥満度が２０を超える児童とその保護者を対象にした健康教室。

・楽しく体を動かす遊びや運動、食事やおやつの取り方等、養護教諭や栄養教

諭、体育部、健康教育部等と連携し、各々の専門性を生かした指導を実施。
（２）心の健康 

 ア 「道徳ノート」を積極的活用し、児童の心の成長を確認。

 イ 毎月１９日を「トークの日」と設定し、ノーメディアデーと共に取組む。「道

徳ノート」や指定教材をもとに各家庭で話し合いをする機会を設けること

で、家族との温かいコミュニケーションを図る機会を設定。

（３）性に関する指導 
ア 全体計画・年間計画をもとに教科等横断的に実施
イ 学校公開日に併せて保護者参加型で実施する等、学校・家庭が協力できるよう
計画実施している。また、養護教諭の専門性をいかした指導の充実。

３ 受賞校 川口市立青木中央小学校 他１９校

      （別添一覧のとおり）
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養護教諭制度８０周年記念学校保健功労者表彰（文部科学大臣表彰）について 

被表彰者：川口市立青木北小学校  直井 由美子 教諭 

１ 趣旨 

  養護教諭制度８０周年を記念し、長年にわたって学校保健の普及と向上に尽力し多

大の成果をあげた養護教諭及び養護教諭経験者を文部科学大臣が表彰し、もって学校

保健の振興に資する。 

２ 表彰の対象 

  国公私立の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高

等学校、中等教育学校及び特別支援学校の養護教諭（養護をつかさどる主幹教諭を含

む）及び養護教諭経験者 

３ 選考及び推薦の基準 

  概ね３０年以上教員として経験（教育委員会の職員としての経験を含む。）を有す

る者であり、かつ、学校保健の普及と向上に顕著な功績があること 

４ 被表彰者等の審査及び決定 

  文部科学大臣は、都道府県教育委員会及び国立大学法人の推薦するものについて、

学識経験者の意見を聴いて審査を行い、被表彰者を決定する。 

５ 被表彰者   

２３２名 

６ 表彰式 

  表彰式は行わず、各都道府県教育委員会等の推薦団体を通じて被表彰者に伝達する。 
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１　学校保健

中学校 中学校

領家小 戸塚西中 飯塚小 安行東小 南中 前川小

前川小 八幡木中 新郷小 在家小 北中 戸塚南小

朝日東小 青木北小 木曽呂小 青木中 桜町小

戸塚南小 十二月田小 中居小 幸並中 戸塚西中

里小 安行小 十二月田中 八幡木中

桜町小 柳崎小 仲町中

芝樋ノ爪小 岸川中

新郷南小 戸塚中

上青木南小 在家中

慈林小 鳩ヶ谷中

東本郷小 里中

５校

２　学校安全

中学校 中学校

元郷小 在家小 鳩ヶ谷中 本町小 差間小 芝西中 柳崎小

芝小 里小 里中 飯塚小 辻小 岸川中 新郷南小

新郷小 南平幼稚園 領家小 慈林小

十二月田小 並木小 里中

原町小 前川小 南平幼稚園

柳崎小 戸塚小

新郷南小 朝日東小

新郷東小 前川東小

慈林小 上青木南小

５校（園）

３　学校給食

中 学 校 中学校

本町小 里小 青木中 飯塚小 桜町小 芝中 仲町小

仲町小 安行東中 新郷小 芝西中 並木小

並木小 八幡木中 神根小 岸川中 安行小

安行小 領家小 小谷場中 青木中央小

原町小 前川小 領家中 新郷東小

青木中央小 前川東小

根岸小 柳崎小

新郷東小 差間小

辻小 在家小

５校

２６校

小学校・幼稚園 小学校

川口市優良学校 川口市努力学校 埼玉県学校給食優良
学校への推薦校

川口市優良学校（園） 川口市努力学校

１３校 １５校

小学校 小学校

川口市優良学校 川口市努力学校 埼玉県学校保健優良
学校への推薦校

埼玉県学校安全優良
学校への推薦校（園）

令和３年度 川口市学校保健等優良学校（園）の決定について

１４校（園） １３校

小学校 小学校

８校
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４　学校歯科保健

飯塚小 南中 本町小 十二月田中 飯塚小 南中

前川小 北中 幸町小 神根中 前川小 北中

芝南小 仲町中 元郷小 領家中 芝南小 仲町中

朝日東小 岸川中 新郷小 戸塚中 朝日東小 岸川中

芝樋ノ爪小 八幡木中 領家小 在家中 芝樋ノ爪小 八幡木中

新郷南小 舟戸小 里中 新郷南小

差間小 十二月田小 差間小

戸塚南小 並木小 戸塚南小

桜町小 安行小 桜町小

南鳩ヶ谷小 原町小 南鳩ヶ谷小

芝西小

神根東小

芝富士小

前川東小

根岸小

芝中央小

新郷東小

慈林小

東本郷小

東領家小

戸塚東小

戸塚綾瀬小

鳩ヶ谷小

中居小

里小

小学校 安行小

中学校 戸塚中

ＰＴＡ活動優秀校 該当なし
埼玉県歯科保健コンクールへの推薦校

該当なし

１５校 ３１校 １５校

年間努力校
埼玉県歯科保健コンクールへの推薦校

安行小

川口市優良学校 川口市努力学校
埼玉県歯科保健コンクールへの

推薦校小学校 中学校 小学校 中学校
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議案第１０２号 

川口市公民館運営審議会委員を委嘱することについて 

 川口市公民館運営審議会委員に次の者を委嘱するため、川口市公民館運営審議会条

例（平成１１年条例第４８号）第３条の規定により議決を求める。 

記 

１ 委嘱をする者 

２ 任期 

令和３年１０月２１日から令和４年６月３０日まで 

  令和３年１０月２１日提出 

川口市教育委員会教育長  茂 呂  修 平 

Ｎｏ． 公民館名 氏 名 現在の公職 条例第３条該当名 

１ 西公民館 大川 晃司 飯塚１丁目町会長 社会教育関係者 

２ 西公民館 若林 幸子 
西地区連合町会 

婦人部長 
社会教育関係者 

３ 西公民館 眞下 幹男 錦町明生会会長 社会教育関係者 

４ 戸塚公民館 加藤 久美子 はるかぜの会会員 
家庭教育の向上に 

資する活動を行う者 
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議案第１０３号 

令和３年度川口市立教育研究所カウンセラーを追加委嘱することについて 

 川口市立教育研究所カウンセラーに次の者を追加委嘱するため、川口市立教育研究

所カウンセラー設置要綱第２の規定により議決を求める。 

記 

１ 追加委嘱をする者 

氏 名 配属先 再・新 

海老澤 香菜恵 川口市立教育研究所 再 

２ 任期 

令和３年１１月１日から令和４年３月３１日まで 

令和３年１０月２１日提出 

川口市教育委員会教育長  茂 呂  修 平 
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西川口公民館改築に伴う休館について 

 西川口公民館の所在する川口仲町市街地住宅の更地返還期限が令和５年３月

であり、独立行政法人都市再生機構（ＵＲ）による解体工事が開始されるため

休館するもの。 

 なお、跡地には西川口公民館及び耐震性の不足する横曽根公民館・横曽根図

書館の３施設の複合施設を建設する。 

１ 工 期   令和４年４月～令和７年１２月 

２ 休 館 期 間   令和３年１２月～令和７年１２月 

３ 事業スケジュール 

   令和３年度   測量、地質調査、実施設計 

令和４年度   実施設計、解体工事（ＵＲで実施） 

   令和５～７年度 建設工事 

   令和８年１月  開所予定 

４ 計画建物概要   

①所 在 地   川口市西川口５－２－１（現在地） 

   ②構  造   鉄筋コンクリート造 

③階  層   ３階建て 

（１階及び２階の一部：図書館、 

２階の一部及び３階：公民館）           

④敷地面積    ４，４３４．７６㎡ 

⑤延床面積   約４，４００．００㎡ 

※休館期間中は横曽根公民館に仮事務所を設置し、業務を行う。 
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１　開催日 令和４年１月１０日（月・祝）１０：００～１４：００

２　開催場所 川口総合文化センター（リリア）

川口西公園（リリアパーク）

３　開催方法 式典（３０分）のみを地区別に２回開催

午前の部　　１１：００～１１：３０

　（原則、中央・横曽根・青木・南平・鳩ヶ谷地区のかた）

午後の部　　１３：００～１３：３０

　（原則、芝・新郷・安行・戸塚・神根地区のかた）　

４　入場人員 リリアの入場人員は定員の半分とする

・メインホール（２階） ２，０００人 → １，０００人

・音楽ホール（４階） ６００人 → ３００人

５　対象者数 ５，５６８人（令和３年４月１日現在）

①中央・横曽根・青木・南平・鳩ヶ谷地区　 ２，８４５人

②芝・新郷・安行・戸塚・神根地区　 ２，７２３人

「令和４年川口市はたちの集い」について
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令和３年度 川口市青少年文化活動奨励賞選考結果について

市内に在住する小学生、中学生若しくは高校生又は市内の小学校、中学校若しくは高等学校に在学す

る者のうち、文化芸術の分野において顕著な活動をし、他の模範となる個人又は団体を表彰するもの。 

第１５回川口市青少年文化活動奨励賞

大橋 結（八幡木中学校３年生）【音楽／ピアノ】

【選考理由】校内合唱祭での伴奏により、令和元年度は、クラスの金賞獲得に貢献するとともに、優秀伴

奏者賞を受賞。第３０回川口市青少年ピアノコンクールではリリア賞受賞、第７回東京国際ピ

アノコンクールでは本選で中学生部門第５位を獲得。学業や学級委員の仕事も怠らず、他の生

徒の模範となっている。

小田原 柚月（八幡木中学校２年生）【美術／絵画】

【選考理由】美術部の部長として活動し、令和２年度埼玉県郷土を描く児童・生徒美術展入選、川口こど

も造形展入選、埼玉県小・中学校児童・生徒美術展入選、埼玉県読書感想画コンクール奨励賞

を受賞、令和３年度川口市歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール川口市長賞受賞。

埼玉県のコンクール推薦が決定。模範的、精力的な制作姿勢により、リーダーシップを発揮し

ている。

澁谷 香織（里中学校３年生）【美術／絵画】 

 【選考理由】美術部の部長として活動し、制作した作品は、埼玉県歯・口の健康に関する図画・ポスター

コンクール優秀賞、薬物乱用防止啓発ポスターコンクール埼玉県薬剤師会長賞、第８８回全国

書画展覧会金賞など、数々のコンクールで賞を受賞。また、生徒会キャラクターのデザインな

ど、校内活動にも積極的に協力し、他の生徒の模範となっている。 

豊田 泰隆（元郷中学校３年生）【文学／作文】

【選考理由】コロナ禍のフィリピンでの生活体験から、ＳＤＧｓが目指す誰も取り残さない社会を作るた

めに、「ゼロを１にすること」と題した作文で、第６０回国際理解・国際協力のための全国中学

生作文コンテストの国際連合広報センター賞を受賞。自身も「ゼロを１にする活動」を実践し

ている。

増田 ニイ（幸並中学校３年生）【美術／絵画】

【選考理由】美術部で制作した絵画作品により、令和３年２月に開催された、第６５回全日本学生美術展

で個人賞「推奨」を受賞し、他の生徒の模範となっている。
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松田 心花（岸川中学校３年生）【舞踊／クラシックバレエ】

【選考理由】ヴィクトワールバレエコンペティション東京２０２０中学生の部奨励賞、ＦＬＡＰ全国バレ

エコンクール２０２０秋大会プレコンＣの部優秀特別賞、同ジュニアの部優秀賞、第３４回Ｆ

ＬＡＰ全国バレエコンクールジュニアの部優秀賞受賞。また、東京シティバレエ団「くるみ割

り人形」のオーディションに合格するなど、他の生徒の模範となっている。

谷中 愛來（里中学校３年生）【美術／絵画】

【推薦理由】美術部で活動し、埼玉県防犯ポスターコンクールで２度の優秀賞受賞、川口市地球温暖化防

止絵画コンクール中学生の部最優秀賞、身体障害者福祉のための第６２回埼玉県児童生徒美術

展特選など、多くの賞を受賞。また、生徒会長として、美術以外の分野でも意欲的に活動され、

他の生徒の模範となっている。
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９月市議会定例会の概要について 

川 口 市 教 育 委 員 会 
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教育長報告（１） 別添資料１



                                  教育総務部 

令和３年９月市議会定例会 

一般質問質疑応答概要                （教育総務課）

＜質問概要＞ 

松本 進 議員（公明） 

３ 災害対策について 

(2) 避難所となる学校体育館の空調

機設置について 

・小学校の体育館にも空調機設置を検

討するべきと考えるが、市の見解を 

（要望） 

 再生可能エネルギーを活用するこ

とでランニングコストを抑えるなど、

避難所となる小学校の体育館への空

調機設置を検討するよう要望する。 

１０ 地域問題について 

(1) 旧芝園中学校のグラウンド使用

について 

・地域のスポーツ団体がグラウンドを

使用するにあたりどのように管理・運

営を行っていくのか 

＜答弁概要＞ 

（教育総務部長） 

Ａ 小・中学校は災害時の避難場所に指定さ

れているが、避難所の運営にあたっては、避

難される方の状況に応じ、体育館だけでな

く、視聴覚室や多目的室等、空調機が使用で

きるスペースも活用する等、学校との連携を

図っているところである。 

こうしたことから、小学校の体育館への空

調機設置については、今後、中学校における

稼働状況や経費等について検証し、設置の必

要性について検討していきたいと考えてい

る。 

（教育総務部長） 

Ａ 旧芝園中学校のグラウンドは、川口市立

高等学校グラウンドの整備に伴い、暫定的に

部活動の場として使用していたが、８月末ま

でに使用を終了したところである。部活動で

使用していない曜日や時間帯については、こ

れまでも地元町会等のスポーツ団体の皆様

に開放してきたところであり、使用にあたっ

ては、各利用団体の代表者による運営委員会

において、自主的に管理・運営していただい
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(2) 旧芝園中学校跡地の今後の整備

について 

（要望） 

 旧芝園中学校跡地は、蕨駅からも近

く、優れた立地条件であることから、

校舎の解体に合わせ敷地南側のグラ

ウンド部分に高層マンションを建設、

校舎の解体後に地元スポ―ツ団体の

活動の場を整備するなど、今後の整備

について前向きに検討するよう要望

する。 

ている。 

９月以降についても、使用可能な時間帯に

おいては、引き続き、地元町会等のスポーツ

団体の皆様に利用いただけるよう、運営委員

会や関係部局と調整を図っていく。 

（教育総務部長） 

Ａ 旧芝園中学校跡地については、消防活動

訓練や防災備品等の保管場所として、利活用

しているところである。現在のところ、教育

委員会として今後の具体的な整備計画は決

まっていないが、関係部局と連携を図り、全

庁的な視野から検討していきたいと考えて

いる。 
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                                  教育総務部 

令和３年９月市議会定例会 

一般質問質疑応答概要                （文化推進室）

＜質問概要＞ 

木岡 たかし 議員（新風） 

８ 川口市美術館建設計画の進捗状

況について 

・基本計画では、建設地として「旧栄

町公民館跡地を含む川口市栄町３丁

目１１番地区の再開発事業により美

術館建設を目指します」としており、

近隣のマンション等との話し合いが

始められたと聞き及んでいるが、その

場で出た意見にはどのようなものが

あったのか。 

＜答弁概要＞ 

（教育総務部長） 

Ａ 現在までに、栄町３丁目１１番地区内に

ある４棟のマンション全てについて、総会・

理事会等の場で、美術館建設基本計画に関す

ること、栄町３丁目１１番地区の再開発事業

により美術館建設を目指していくことを説

明したところである。 

 そこでの意見を集約すると、大きく６点あ

り、「美術館の必要性に関すること」、「上野

等近隣美術館の利用が可能であること」、「旧

そごう川口店の利活用に関すること」、「公

園・緑地空間の確保に関すること」、「当該地

での再開発に反対であること」、「住民合意に

関すること」であった。 

 今後は、関係地権者の意見を十分伺いなが

ら、合意を得たうえで事業を進めていきたい

と考えている。 
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                                  教育総務部 

令和３年９月市議会定例会 

一般質問質疑応答概要                 （文化財課）

＜質問概要＞ 

奥富 精一 議員（自民） 

６ 教育施策について 

(3) 旧地名の発信と教育を 

ア 旧地名や橋の由来などを広く知

らしめることについて 

(4) 郷土資料館が今アツい！！件に

ついて 

ア 郷土資料館の取り組みをさらに

バックアップすることについて 

＜答弁概要＞ 

（教育総務部長） 

Ａ 町名や小字名等の土地の名称は、合併や

区画整理等によって改称されることもある

が、古くからの地名は、人名、神仏、故事来

歴等に由来するものもあり、これを伝えてい

くことは、市民の郷土愛の醸成にもつながる

ものと考えている。 

こうしたことから、今後、ホームページや、

企画展開催時に紹介するなど、広く周知して

いきたいと考えている。 

 なお、橋の名称の由来については、現在、

情報を集積し、ホームページ等での掲載につ

いて準備を進めているところである。 

（教育総務部長） 

Ａ 郷土資料館における企画展示や常設展

示、イベント等については、現在、ツイッタ

ー、フェイスブック等のＳＮＳや、文化財

課・郷土資料館のホームページ等を活用し、

広報しているところである。 

今後においても、さらに多くの皆様に興味

を持っていただけるよう、郷土資料館の企

画・運営に引き続き取り組んでいくととも

に、関係機関と連携し、広報かわぐちによる

特集記事の掲載など、さまざまな広報活動に

取り組んでいきたいと考えている。 
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イ 郷土資料館の建物の今後につい

て 

・建物の老朽化への対応について 

（教育総務部長） 

Ａ 郷土資料館は、鳩ヶ谷商工会との複合施

設であることから、大規模な改修工事は困難

な状況である。  

こうしたことから、施設の老朽箇所の現状

を把握しながら、適時修繕を行い、適切な維

持管理に努めていきたいと考えている。 
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                                  教育総務部 

令和３年９月市議会定例会 

一般質問質疑応答概要                （スポーツ課）

＜質問概要＞ 

芝﨑 正太 議員（公明） 

１ 福祉都市宣言５５周年に向けて 

(2) パラスポーツの普及と会場の提

供について 

６ 教育について 

(2) 水泳の普及について 

・小学生への水泳の普及について 

＜答弁概要＞ 

（教育総務部長） 

Ａ スポーツ施設の、パラスポーツの利用に

ついては、現在、水泳及びシッティングバレ

ーボール等に貸し出しを行っているところ

である。他の競技についても練習会場等の提

供は必要であると認識しており、利用の申請

があれば、種目に関わらず施設を提供してい

く。  

今後も、関係機関と連携を図りながら、ス

ポーツ施設の提供を通じて、パラスポーツの

普及に努めていきたいと考えている。 

（教育総務部長） 

Ａ 本市では、市内のスポーツ施設７カ所及

び全ての小学校にプールを設置し、かねてよ

り水泳の普及に力を入れている。また、小学

校水泳記録大会を実施し、児童一人一人の体

力及び泳力の向上を図っているところであ

る。 

しかしながら、議員指摘のとおり、小学校

において、近年は新型コロナウイルス感染症

拡大防止及び熱中症予防の観点から、夏季休

業期間中の水泳指導等を見合わせることが

あると聞き及んでいる。 

このことから、関係機関と連携を図りなが

ら、スポーツ施設を活用した小学生向け水泳

教室の開催について、検討していきたいと考

えている。 
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                                  学校教育部 

令和３年９月市議会定例会 

一般質問質疑応答概要                  （庶務課）

＜質問概要＞ 

板橋 博美 議員（共産） 

２ 子どもたちのゆたかな学びと成

長・発達を保障するために 

(1) 「学ぶ権利」が保障される学校教

育を 

エ オンライン授業の取り組みにつ

いて 

(ｲ) タブレット操作や急なトラブル

への対応について 

(ｳ) 通信量が不足した場合の貸出用

モバイルＷｉ-Ｆｉルーターの対応に

ついて 

＜答弁概要＞ 

（学校教育部長） 

Ａ 本市では、ＧＩＧＡスクール運用保守業

務委託により、端末の持ち帰りに備え、６月

１６日から９月１５日までの３ヵ月間、土日

祝祭日を含む午前９時から午後９時まで保

護者向けヘルプデスクを設け、各家庭からの

問い合わせに対応したところである。 

 また、ＧＩＧＡスクール導入時より設置し

ている学校向けヘルプデスクでは、平日の午

前９時から午後６時まで、学校等における急

なトラブルや、問い合わせに対応し、運用時

における不安解消に努めているところであ

る。 

（学校教育部長） 

Ａ 家庭に通信環境がない要保護・準要保護

世帯への貸出用モバイルＷｉ-Ｆｉルーター

の通信量は、１ヵ月２０ギガバイトとなって

おり、全ての授業をオンラインで受ける場合

は、通信量が不足することが考えられる。 

 そのため、感染症に対する不安等から登校

を見合わせる児童生徒に対しては、実情に応

じた対応を検討していく。 
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木岡 たかし 議員（新風） 

３ 市内の小・中学校における新型コ

ロナウイルス対策について 

(3) オンライン授業における各学校

の通信環境について 

(4) オンライン授業における各学校

の配信設備について 

荻野 梓 議員（自民） 

４ 市立学校の２学期開始に伴う対

応について 

(3) 一斉にオンラインを活用した際

の通信状況について 

（学校教育部長） 

Ａ 一部の学校から通信の極端な遅延やエ

ラーが発生したとの連絡を受け、状況を確認

したところ、該当端末でＷｉｎｄｏｗｓ Ｕ

ｐｄａｔｅ等が起動したことにより、端末本

体に負荷がかかり、各種動作に不具合を来し

たものと認識している。 

また、通信機器や通信環境の調査では、不

具合等は確認されなかったことから、その調

査結果を踏まえ、こうした現象への対応につ

いて、各学校あて周知したところである。 

（学校教育部長） 

Ａ 現在、各学校に対し、ＧＩＧＡスクール

端末を教職員１人１台整備するとともに、ウ

ェブカメラを各１台配布しており、学校の実

情に合わせ、工夫を凝らしたオンラインによ

る授業を含め、教育活動を進めているところ

である。 

議員指摘の、全学校にウェブカメラ等を追

加整備することは、現時点では難しい状況で

あることから、今後検討していきたいと考え

ている。 

（学校教育部長） 

Ａ 一部の学校から通信の極端な遅延やエ

ラーが発生したとの連絡を受け、状況を確認

したところ、該当端末でＷｉｎｄｏｗｓ Ｕ

ｐｄａｔｅ等が起動したことにより、端末本
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(5) 児童生徒の欠席連絡方法につい

て 

体に負荷がかかり、各種動作に不具合を来し

たものと認識している。 

また、通信機器や通信環境の調査では、不

具合等は確認されなかったことから、その調

査結果を踏まえ、こうした現象への対応につ

いて、各学校あて周知した。 

 引き続き、トラブル発生時には、状況に応

じ機器の確認を行うとともに、ヘルプデスク

の効果的な活用により、安定した通信環境の

確保に努めていく。 

（学校教育部長） 

Ａ 議員指摘のとおり、今年度よりＧＩＧＡ

スクール端末が本格稼働したことに伴い、Ｍ

ｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｆｏｒｍｓによる欠席

連絡について検討した。 

その結果、スマートフォン等により、無料

でその運用が可能であったことから、２学期

より各学校の実情に合った運用ができるよ

う、マニュアルを作成し、学校あて配布した

ところである。 

これにより、保護者は電話連絡や連絡帳の

やりとり等の負担が軽減されるとともに、教

職員においても朝の電話対応等の負担軽減

が期待できるものと考えている。 
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                                 学校教育部

令和３年９月市議会定例会 

一般質問質疑応答概要                  （学務課）

＜質問概要＞ 

木岡 たかし 議員（新風） 

３ 市内の小・中学校における新型コ

ロナウイルス対策について 

(5) オンライン授業実施時の出席扱

いについて 

（再質問） 

３(5)について、①オンライン授業に

より履修したものとみなすのに、出席

扱いにしない合理的理由はあるのか。

３(5)について、②文部科学省の通知

では不登校児童生徒が学校外の施設

で相談、指導を受け、それが有効、適

切であれば出席扱いとすることがで

きるとあり、それに基づいて出席扱い

とする自治体がでてきているが、出席

扱いとしない合理的理由はあるのか。

＜答弁概要＞ 

（学校教育部長） 

Ａ 現時点において本市では、文部科学省や

埼玉県教育委員会の方針に基づき、欠席扱い

とはせず、出席停止としている。 

その中で、オンライン授業による学習につ

いては、その記録を確実に蓄積していくこと

で履修したものとみなしている。 

コロナ禍における児童生徒の出欠席につ

いては、今後も国・県の動向を注視しながら、

適切に取り扱っていく。 

（学校教育部長） 

Ａ 文部科学省より、「感染不安を理由に学

校を欠席する児童生徒について、たとえＩＣ

Ｔ等を活用した学習を行った場合であって

もただちに出席扱いとすることは適切では

ない」と示されている。 

今後も、文部科学省や埼玉県教育委員会の

方針に基づき、対応していく。 

（学校教育部長） 

Ａ 不登校児童生徒が自宅等でＩＣＴ等を

活用した学習を行った場合の指導要録上の

出席の取扱いについては、文部科学省より、

「義務教育段階における支援の充実を図り、

学校への復帰や社会的自立を目指すもので

あることから、不登校児童生徒に限り一定の

要件の下で適用される」とされている。この
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３(5)について、③出席扱いにしない

ことが受験などに不利益が無いと言

えるのか。 

３(5)について、④川口市教育委員会

の通知でも「学習評価に反映すること

が出来る」とあるが、出席扱いにしな

いのは、なぜか。 

３(5)について、⑤仮にオンライン授

業を受けた子を出席扱いとした場合

に、不都合はあるか。 

１１ 市内の中学校における児童・生

徒・保護者らの個人情報の取扱いにつ

いて 

(1) 市教委として把握している経緯

について 

ことから、感染不安を理由に学校を欠席する

児童生徒に係る取扱いとは異なるものと認

識をしている。 

（学校教育部長） 

Ａ オンライン授業を出席としないことに

ついて、文部科学省より、「臨時休業や分散

登校、出席停止等に伴う記載内容により、特

定の入学志願者が不利益を被らないように

すること」と通知されており、不利益は無い

と認識している。 

（学校教育部長） 

Ａ 文部科学省より、「感染不安を理由に学

校を欠席する児童生徒について、たとえＩＣ

Ｔ等を活用した学習を行った場合であって

も直ちに出席扱いとすることは適切ではな

い」と示されていることから、出席扱いとは

していない。 

（学校教育部長） 

Ａ 児童生徒の出席等の取扱いについては、

文部科学省や埼玉県教育委員会から通知が

出されているところである。公立学校とし

て、これらの方針に基づいて対応していくこ

とが公平性を保てることと認識している。 

（学校教育部長） 

Ａ 生徒たちの登下校の安全確保のために、

押しボタン信号機の設置の話が持ち上がり、

校長も生徒たちのためにという思いから、呼

びかけ人の一人として署名活動に協力した

ということである。 

署名については、ＰＴＡを通じて各家庭に
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(2) 個人情報の取扱いにかかわる市

の認識について 

（再質問） 

１１(1)について、①署名活動の呼び

かけ人に川口市議会議員がいたこと

について署名に応じた方々が分かる

状態であったか。 

１１(1)について、②事務局を兼ねた

方は、学校内の人間か。 

１１(2)について、①当該中学校の「情

報管理に係る校内規程」に該当する個

人情報ではないのか。 

協力依頼をされ、学校で集まった署名簿につ

いては、校長を通じて呼びかけ人の一人であ

り、また、署名活動の事務局を兼ねていた方

に渡したという経緯である。 

（学校教育部長） 

Ａ 校長が署名簿を渡した方は、署名活動の

呼びかけ人の一人であり、その事務局を兼ね

ていたため、校長が集まった署名簿をその方

に渡したことについては、個人情報の漏洩に

は当たらないと認識している。 

（学校教育部長） 

Ａ 任意団体の運営上の内容について、市教

育委員会として回答できる立場にないので、

答弁は控える。 

（学校教育部長） 

Ａ 学校内の者ではない。 

（学校教育部長） 

Ａ 教育委員会が管理する個人情報につい

ては、市の条例に基づき管理しており、また、

学校が管理する個人情報については、各学校

で作成した「情報管理規程」等に基づき管理

している。 

この学校の規定等にある「個人情報」とは、

学校が通常の校務として取り扱っている個

人情報のことであり、今回のような校務外の

署名活動における個人情報は、この規定に該

当するものではない。 
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１１(2)について、②当該中学校の「情

報管理に係る校内規程」には、「職務

上知り得た個人情報は、校務として使

用するためのものであり、他の目的に

は使用しない」とあるが、今回は「他

の目的に使用」したことにならない

か。 

１１(2)について、③「個人情報を学

校教育活動以外の目的で使用する場

合には、保護者の承諾を得る」とある

が、保護者の承諾を得たのか。 

１１(2)について、④「法的な命令に

より個人情報の開示が認められた場

合以外は、第三者へ開示しない」とあ

るが、個人情報の開示を求める法的な

命令はあったのか。 

１１(2)について、⑤「個人情報紛失・

漏洩に係る事故発生時の対応につい

て」として「警察への被害届の提出」

「二次災害の防止への対応」とある

が、何か対応したのか。 

（学校教育部長） 

Ａ 署名については、任意団体の活動に協力

したものであり、学校が主体として集めた個

人情報ではないため、「職務上知り得た個人

情報」には当たらず、この規定が適用される

ものという認識ではない。 

（学校教育部長） 

Ａ この規定の「個人情報」とは、学校が通

常の校務として取り扱っている個人情報の

ことであり、今回のような校務外の署名活動

における個人情報ついて、規定しているもの

ではない。 

それを踏まえた上で、今回の署名簿につい

ては、学校は回収等の窓口となっただけのも

のと認識している。 

（学校教育部長） 

Ａ この規定の「個人情報」とは、学校が通

常の校務として取り扱っている個人情報の

ことであり、今回のような校務外の署名活動

における個人情報について、規定しているも

のではない。 

それを踏まえた上で、今回の署名簿につい

ては、学校を経由し、署名活動の事務局へ提

出されたという認識である。 

（学校教育部長） 

Ａ 事故とは認識していないことから、特段

の対応はしていない。 
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奥富 精一 議員（自民） 

６ 教育施策について 

(1) 水上少年自然の家について 

（学校教育部長） 

Ａ 平成５年に開館した現在の水上少年自

然の家は、今年度で築２９年となり、様々な

設備の修繕や改修が必要な状況となってい

る。 

こうした中、当該施設においては、令和元

年度から２年度にかけて、ボイラーを改修

し、３年度には受変電設備改修、４年度には

給水管改修を予定しているなど、中学生が安

全かつ安心して使用できるよう、設備関係の

集中的な改修等を実施しているところであ

る。 

今後も、必要な修繕等を行いつつ活動を継

続するとともに、当該施設の在り方について

は、建て替えを含め幅広くかつ長期的な視野

から調査研究していきたいと考えている。 
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                                  学校教育部

令和３年９月市議会定例会 

一般質問質疑応答概要                  （指導課）

＜質問概要＞ 

松本 進 議員（公明） 

６ 通学路の安全対策について 

(2) 通学路の防犯対策の強化につい

て 

・防犯カメラが必要と判明した６０箇

所の現在の設置に向けた進捗状況に

ついて聞きたい 

（要望） 

 防犯カメラを早期に設置するよう

要望する。 

板橋 博美 議員（共産） 

２ 子どもたちのゆたかな学びと成

長・発達を保障するために 

(1) 「学ぶ権利」が保障される学校教

育を 

ウ 分散登校・少人数による授業の実

施などの判断を学校任せにしないこ

と 

＜答弁概要＞ 

（学校教育部長） 

Ａ 防犯カメラ設置希望の６０箇所につい

ては、該当小学校長とともに現地調査を実施

し、既存の防犯カメラの設置状況、現在の通

学路の状況等から精査したところである。 

 今後は、関係課と連携を図り、具体的な設

置場所などを改めて精査するなど、早期に対

応を検討していく。 

（学校教育部長） 

Ａ 現在、各学校においては、市教育委員会

と校長会による協議で決定した方針に基づ

き、学校規模や児童生徒の実態に応じた分散

授業等、教育課程を工夫した教育活動を実施

しているところである。 

今後も、すべての児童生徒の学びを保障す

るため、各学校の実施状況を見届けるととも

に、学校間に差が生じないよう支援をしてい

く。 
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エ オンライン授業の取り組みにつ

いて 

(ｱ) 自宅でオンライン授業が受けら

れない場合の対応について 

(ｴ) 教職員の負担軽減について 

木岡 たかし 議員（新風） 

３ 市内の小・中学校における新型コ

ロナウイルス対策について 

(2) オンライン授業の実施状況につ

いて 

・各学校において、オンライン授業の

実施状況はどうなのか。また、小学校

の午前中におけるオンライン授業の

実施状況はどうか。 

（学校教育部長） 

Ａ 緊急事態宣言下において、小学校低学年

の児童を中心に自宅でのオンライン授業に

対して不安を抱いている家庭があることは

認識している。 

家庭において一人でオンライン授業等を

受けることが困難な児童については、学校に

登校させて余裕教室等を使い、学習等の対応

を行うよう周知しているところである。 

（学校教育部長） 

Ａ 現在、各種研修会において、オンライン

による実践的な研修を実施し、教職員の端末

操作のスキル向上に取り組んでいる。 

また、先行事例や具体的な指導方法を研修

会で周知することを通して、教職員の指導力

向上を図っているところである。 

このことから、教職員が端末の操作に慣

れ、教職員の負担軽減につながっていると考

えている。 

（学校教育部長） 

Ａ 現在、分散登校や分散授業において各校

の児童生徒の実態に応じて、小・中学校全校

でオンラインを活用した授業を実施してい

る。 

また、小学校の午前中の通常授業において

は、学校の実情に応じて、余裕教室を利用す

るなど、クラスの人数を分散させた形態でＧ

ＩＧＡスクール端末を活用した授業を実施

しているところである。 
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(6) 登校を自粛する児童・生徒・保護

者への周知について 

・登校を自粛する方へのアナウンスの

強化を 

５ ブラック校則について 

６ 小・中学校における「いじめアン

ケート」の匿名実施について 

・無記名式のいじめアンケートを実施

することを各学校に求めるべきだと

思うが、いかがか 

（学校教育部長） 

Ａ 現在、新型コロナウイルスへの感染不安

等から登校を控えたい旨の連絡があった家

庭については、オンライン授業をはじめ、家

庭の状況に適した児童生徒の学習保障を行

うよう、各学校に指導しているところであ

る。 

 今後も感染不安等を感じ、支援を必要とす

る家庭に対しては、学習保障について丁寧に

対応するよう、各学校に指導していく。 

（学校教育部長） 

Ａ 校則については、６月８日付文部科学省

通知を受け、校則の内容が児童生徒の実情、

保護者の考え方、地域の状況、社会の常識、

時代の進展などを踏まえたものになってい

るか、各学校に対し、見直しを進めるよう指

導している。 

 さらに、市教育委員会と校長会役員の双方

で、校則の内容や必要性について児童生徒や

保護者との間に共通理解を図るとともに、児

童生徒自身にも考えさせるなど、絶えず積極

的に見直しを執り進めるよう協議したとこ

ろである。 

（学校教育部長） 

Ａ 無記名式アンケートを行うことは、潜在

的ないじめの実態を把握し、より注意深く観

察していくために、有効な手段の一つである

と認識している。 

このことから、アンケートのねらいや児童

生徒の発達の段階等に応じ、適時・適切に各

学校が実施できるよう、生徒指導担当学校訪

問をとおして周知していく。 
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最上 祐次 議員（青嵐） 

２ 市内公立学校の児童・生徒の視力

について 

(1) ＧＩＧＡスクール導入に伴う視

力低下抑制に対する取り組みについ

て 

前原 博孝 議員（自民） 

２ 拉致問題について  

(2) 市内小中学校での啓発活動につ

いて 

（学校教育部長） 

Ａ ＧＩＧＡスクール端末を活用する際の

視力低下抑制については、文部科学省の「Ｉ

ＣＴの活用に当たっての児童生徒の目の健

康などに関する配慮事項」を全学校に周知

し、利用時の画面との適切な距離や定期的な

休憩の必要性など、目の健康に関する指導を

している。 

また、各家庭におけるルール作りも重要で

あることから、文部科学省の家庭向け「端末

利用に当たっての児童生徒の健康への配慮

等に関する啓発リーフレット」を活用し、学

校と家庭が連携しながら、児童生徒の視力低

下の抑制が図られるよう市立学校長会議で

周知していく。 

（学校教育部長） 

Ａ 本市の市立小中学校の児童生徒におい

ては、アニメ「めぐみ」等を視聴し、拉致問

題の啓発・指導を行っているところである。

また、小学校６年生社会科及び中学校歴

史、公民分野の学習においても、現在の日本

が抱える課題の一つに拉致問題があること

を扱い、一刻も早い解決を目指していること

を指導している。 

今後も、教職員に対し、人権教育に係る研

修において、アニメ「めぐみ」の活用も含め、

拉致問題の重要性を周知することで児童生

徒への啓発・指導につなげていく。 
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６ 川口市立高等学校の定時制につ

いて 

(1) 定時制入学者数の推移と夜間中

学からの入学者数について 

(2) 定時制に在籍している生徒の年

齢構成について 

(3) 昨年度と今年度の入学者数に対

する卒業者数の割合について 

(4) 卒業するための学校側の取り組

みについて 

（学校教育部長） 

Ａ この５年間の入学者数は、平成２９年度

が６５名、平成３０年度が６９名、令和元年

度が６０名、令和２年度が６８名、令和３年

度が６４名となっており、毎年定員数８０名

には満たない状況ではあるが、ほぼ一定数の

入学者数となっている。 

また、夜間中学からの入学者数は、令和２

年度が２名、令和３年度が５名となってい

る。 

（学校教育部長） 

Ａ 令和３年４月時点の定時制全生徒２１

５名の年齢構成は、１５歳が４８名、１６歳

が５３名、１７歳が４９名、１８歳が４９名、

１９歳が８名、２０歳台が５名、３０歳台が

２名、最高齢の７４歳が１名となっている。

（学校教育部長） 

Ａ 平成２９年度、県陽高等学校において、

最終年に入学した生徒は６５名、令和２年度

の卒業生は３３名であることから、卒業者数

の割合は５０．８％である。 

また今年度は、平成３０年度に入学した生

徒６９名に対して、現在の４年生で卒業を予

定している生徒５４名が在籍していること

から、７８．３％の卒業を見込んでいるとこ

ろである。 

（学校教育部長） 

Ａ 定時制の卒業には、出席日数及び必修科

目の単位取得が卒業条件となることから、生

徒の健康管理を含め、意欲をもって通い続け

ることができるよう学校運営に努めている。

特に、成績不振の生徒には、個々の能力に
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(5) 定時制と夜間中学との今後の連

携について 

芝﨑 正太 議員（公明） 

６ 教育について 

(1) 放課後等デイサービスとの定期

的な会議について 

応じた補習授業を、また、欠席の多い生徒に

対しては、適時に面談を実施するなど、一人

でも多く定時制課程を修了し、卒業ができる

よう、教職員一丸となって努めているところ

である。 

（教育長） 

Ａ 川口市立高等学校定時制と夜間中学は、

様々な生徒の実情に応じるとともに、学びの

機会を保障するという観点からも貴重な教

育の場であると考えている。 

定時制への進学に関しては、夜間中学及び

市内中学校相互による情報交換により、生徒

への進学意欲の喚起に努めているところで

ある。 

今後も、川口市立高等学校定時制が夜間中

学卒業後の進学先の一つとしての役割を担

い、中高連携による学びの場を広げること

で、幅広い教育に対するニーズに応えてい

く。 

（学校教育部長） 

Ａ 学校と放課後等デイサービスとの連携

は、児童生徒へ適切な支援を行ううえで、重

要であると認識している。 

 現在、保護者同意の上で、各学校は情報交

換を行うなど、放課後等デイサービスと連携

を図っているところである。 

今後も、教職員研修等の機会を通じて、情

報共有の重要性について改めて周知すると

ともに、放課後等デイサービスとのさらなる

連携が図られるよう、各学校に働きかけてい

く。 
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奥富 精一 議員（自民） 

６ 教育施策について 

(2) ゴルフのジュニア育成について 

イ 小中学校での浮間ゴルフ場事業

の案内について 

(3) 旧地名の発信と教育を 

イ 学校教育の場で教えることにつ

いて 

荻野 梓 議員（自民） 

４ 市立学校の２学期開始に伴う対

応について 

(1) 各学校の取り組み状況について 

ア 学校教育部から各学校への通知

内容について 

（学校教育部長） 

Ａ 本市の児童生徒が様々なスポーツに興

味・関心をもつことは、運動好きな児童・運

動が得意な生徒を育成するうえでとても大

切なことと認識している。 

 このことから、ゴルフスポーツも同様と受

け止めており、関係課より学校への周知等の

依頼があれば適切に対応していく考えであ

る。 

（学校教育部長） 

Ａ 旧地名や橋の由来等の身近な地域の歴

史を学ぶことは、児童生徒の知的好奇心を高

める有効な手段の一つであり、郷土愛の醸成

につながるものと認識している。 

 地域について学習する機会は、小学校３年

生の社会科「市の様子の移り変わり」、中学

校歴史分野の「身近な地域の歴史」の単元や

総合的な学習における身近な地域の学習等

がある。 

これらの学習を行う際は、関係機関等と連

携し、旧地名や橋の由来等に触れさせること

で、児童生徒が地域に興味関心をもてるよ

う、学校訪問等で指導していく。 

（学校教育部長） 

Ａ ２学期を迎えるにあたっては、国・県か

らの通知文書を踏まえ、２学期始業時におけ
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イ 各学校の実際の取り組み状況に

ついて 

(2) 取り組み状況に差が生じるのは

なぜか 

る各学校の対応の留意点について、文書等で

通知したところである。 

内容としては、感染予防・給食等に係る学

校保健に関すること、感染のリスクが高い学

習活動への取扱い・オンライン授業・部活動

等に係る学習指導に関すること、児童生徒の

出欠席等に係る学籍に関することである。 

（学校教育部長） 

Ａ ２学期始業時の取り組み状況だが、小学

校については、午前中通常授業・午後分散授

業、中学校・市立高等学校については、午前

中から分散登校を実施している。 

また、ＧＩＧＡスクール端末を活用したオ

ンライン授業については、すべての市立学校

で実施している。 

オンライン授業の具体的な実施方法だが、

余裕教室を利用した分散授業の形態や自宅

と学校をオンラインでつなぐ方法等、各学校

の学校規模や児童生徒の実情に応じながら

実施しているところである。 

（学校教育部長） 

Ａ 緊急事態宣言下における学校の教育課

程については、市教育委員会と校長会による

協議で決定した方針に基づき、各学校の児童

生徒数の規模や教室などの学校施設、地域の

実態に応じて、校長が決定している。 

各学校に対しては、分散登校やオンライン

授業等に係る計画書を市教育委員会に提出

するように求め、状況を把握し、履修漏れが

生じないよう、適切な指導・助言を行ってい

るところである。 

引き続き、すべての学校と連携を密にとり

ながら、教育活動が継続的な学びになるよ

う、指導していく。 
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(4) 教職員間でのコラボレーション

ツールの活用状況について 

５ よりいっそう重要となる性教育

について 

・性教育について、外部講師による学

習機会を市内全生徒に必ず設け、個別

具体的な予算措置を求める 

（教育長） 

Ａ 現在、本市では、各種会議や研修会にお

いて、多くの教職員が一か所に参集すること

を避けるために、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｔｅ

ａｍｓのオンライン会議システムを活用し

ているところである。 

 市内、各学校の情報主任が会議システム内

でグループを作成し、ＧＩＧＡスクール端末

を活用した効果的な事例等の情報共有を行

い、各校の教育活動に生かしている。 

また、夏季休業中の教職員研修会では、教

職員同士の意見交換や協議においても、リモ

ート機能を効果的に活用することで、教職員

のスキルアップとともに授業実践につなげ

ている。 

（学校教育部長） 

Ａ 性に関する指導を充実させる上で、専門

家を外部講師に招き、より専門的かつ実践的

な学習を展開することは、生徒が適切な判

断・行動を取る上で、大変有効であると認識

している。 

現在、市内では、学校の実情に合わせ、助

産師等を外部講師に招き、性と命の大切さを

関連づけた学習を行っている学校がある。 

講師派遣については、外部講師の厚意によ

り無償で申請が可能であり、外部講師を招い

た小中学校の授業において、成果をあげてい

ることから、市立学校長会議等で一層周知を

図り、さらなる拡充に努めていく。 
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                                 学校教育部 

令和３年９月市議会定例会 

一般質問質疑応答概要                （学校保健課）

＜質問概要＞ 

松本 進 議員（公明） 

７ 教育問題について 

(1) 猛暑における学校の感染症対策

について 

(2) 猛暑における給食配膳室の衛生

について 

・配膳室に空調機を設置することにつ

いて 

＜答弁概要＞ 

（学校教育部長） 

Ａ 感染症対策下の体育授業や部活動等の

体育的活動時においては、原則としてマスク

の着用は必要なし、ただし、マスクを外した

際には可能な限り他者との距離を２ｍ以上

確保することと指導している。 

また、児童生徒がマスクの着用を希望する

場合は、着用を否定するものではない。 

このような基本ルールに沿って、気温・湿

度等といった環境と児童生徒の体調の変化

に十分注意し、休憩や水分補給の時間を確保

しながら、猛暑における感染症対策に取り組

んでいる。 

（学校教育部長） 

Ａ 現在のところ、猛暑における熱中症対策

として、配膳員の休憩スペース内に、冷房設

備を設置するなどして対応しているところ

である。 

今後においても、気象状況の変動等を注視

しつつ、労働環境の向上に資するため、空調

機の設置について、できるだけ早期に検討し

ていきたいと考えている。 

また、衛生面に関しては「学校給食衛生管

理基準」に基づき調理、配膳を行っており、

現在まで食中毒は発生していないが、衛生管

理の徹底を継続していく。 
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板橋 博美 議員（共産） 

２ 子どもたちのゆたかな学びと成

長・発達を保障するために 

(1) 「学ぶ権利」が保障される学校教

育を 

ア 抗原簡易キットによる検査の実

施について 

 イ ＰＣＲ検査の実施について 

（学校教育部長） 

Ａ 抗原簡易キットは検体採取場所におい

て短時間で判定が出ることから、ＰＣＲ検査

よりも幅広い場面で使用することができる。

そのため今後、文部科学省より市立幼稚園・

小中学校及び高等学校へ配布される予定で

ある。 

しかしながら、この抗原簡易キットによる

検査は、出勤後何らかの症状が出た教職員を

主な対象とし、ＰＣＲ検査に比べ精度が低い

ことから、無症状者へ使用することは推奨さ

れていない。 

このことから、教職員や児童生徒に対し抗

原簡易キット検査を頻回実施する予定は現

時点でないが、引き続き、教職員及び児童生

徒、またその家族の健康観察を徹底し、学校

内の感染拡大防止に努めていく。 

（学校教育部長） 

Ａ 学校内で陽性者が出た場合の濃厚接触

者の特定及びＰＣＲ検査の実施については、

保健所との連携のもと、学校内での感染拡大

防止のために必要な範囲で行っているとこ

ろである。 

このことから、教職員の頻回・定期的なＰ

ＣＲ検査については、現時点では難しいもの

と捉えている。 

今後も、教職員に対しては、自身の体調管

理を万全にし、本人及び家族の体調不良時に

は出勤しないなど、感染拡大防止に努めるよ

う指導していく。 
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(2) 学校給食費の無償化の実施を 

木岡 たかし 議員（新風）

３ 市内の小・中学校における新型コ

ロナウイルス対策について 

(1) 小・中学校の教職員のワクチン接

種状況について 

・接種希望者の接種率は 

最上 祐次 議員（青嵐） 

２ 市内公立学校の児童・生徒の視力

について 

(2) 色覚障がいの検査について 

（学校教育部長） 

Ａ 学校給食無償化のためには、１年間で１

９億円程度の財源が必要となることから、学

校給食の無償化は実現が難しいものと認識

している。 

なお、保護者から学校給食費の支払いにつ

いて相談があった場合には、必要に応じて生

活保護制度や就学援助制度の利用を助言す

るなど、保護者に寄り添った丁寧な対応に努

めているところである。 

（学校教育部長） 

Ａ 本年６月、本市におけるワクチン接種の

基本方針である「川口モデル」が示され、旧

川口そごう、医療センターの他、学校医の協

力を得て、教職員等への優先接種を進めてき

た。 

８月末時点での接種希望者に対する接種

率は、８７％である。 

（学校教育部長） 

Ａ 色覚検査の実施においては、学校に対し

て児童生徒の健康観察と情報収集を基に、色

覚検査が必要と思われる児童生徒を抽出し、

学校医と連携して個別に対応すること等を

指導している。 

個別に対応することで色覚異常を持つ児

童生徒が不利益を被ることの無いよう十分

配慮をしている。 
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また、実施状況について、学校ごとに確認

をしており、全校で適切に対応しているとこ

ろである。 
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環境経済文教常任委員会質疑応答概要

（令和３年９月市議会定例会）                    教育総務部 教育総務課

質 疑 応 答

議案第９６号 令和３年度川口市一般会計補正予算（第４号）

 第１条第１表 歳入歳出予算補正の内

  △ 歳出の部

    第１０款 教育費

  △ 歳入の部

    第２３款 市債 第１項 市債 第８目

 第２条第２表 繰越明許費補正

  １ 追 加

    第１０款 教育費 第３項 中学校費 

     中学校体育館空調機設置事業

 第３条第３表 地方債補正の内

  １ 変 更

    学校施設整備事業

 ＜ 質 疑 ＞

（益田 みなみ 委員）

電気、ＬＰガス、都市ガスの各方式について、

ランニングコストが高い順に示してほしい。

（益田 みなみ 委員）

空調機の方式が異なれば、学校によって光熱費

にも差が出てくると思うが、学校配当の備品費や

修繕費に影響はあるのか。

（教育総務課長）

最も高いのが電気式、次にＬＰガス式、最も安

いのが都市ガス式である。

（教育総務課長）

 学校において使用している光熱水費は一元的

に教育委員会で管理しており、光熱水費の学校配

当は行っていない。体育館での空調機使用によ

り、光熱費が増えることは考えられるが、学校配

当の備品費や修繕費に影響はない。
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質 疑 応 答

（益田 みなみ 委員）

 前年度の工事予算は約８億円であったが、今年

度は約１０億円となっている。同じ設置数の１３

校であるのに約２億円の差額は何か。

（益田 みなみ 委員）

 各方式の設備工事予算額は、平均してどのよう

になっているのか。

（益田 みなみ 委員）

ＬＰガス式は、防災機能を高めるため、市内１

０地区に拠点として整備するとのことだが、その

メリットは何か。

（益田 みなみ 委員）

 電気式や都市ガス式のメリットは何か。

（教育総務課長）

今年度は、電気式の学校が６校あり、前年度の

２校に比べて４校多く、その全校において受変電

設備の増能力が必要であることから、電気設備関

係の工事費として諸費用を含めて約２億円の増

額となっている。

（教育総務課長）

 平均工事予算額は、ＬＰガス式が５，９８４万

円、都市ガス式が５，６１２万２千円、電気式が

５，５０７万３千円である。

（教育総務課長）

 ＬＰガス式は、電源自立型となっており、室外

機に内蔵されているバッテリーで起動し、発電機

能も備え、停電時でも使用が可能である。発電さ

れた電力で、空調機も稼働できるほか、照明やコ

ンセントにも電力が活用でき、災害時の状況に応

じて、一定期間の電力を維持できることがメリッ

トである。

（教育総務課長）

 電気式は設置コストが安いこと、都市ガス式は

ランニングコストが安いことがメリットである。
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質 疑 応 答

（益田 みなみ 委員）

 空調機の機能は、冷暖房以外にどのような機能

があるのか。

（益田 みなみ 委員）

空調機の耐用年数は何年か。

（益田 みなみ 委員）

 空調機の保守点検やメンテナンスは、どのくら

いの頻度で行うのか。

（榊原 秀忠 委員）

令和元年の台風第１９号で多くの学校で雨漏

りの報告を受けたが、同じようなことが起きた時

雨漏りで空調機が故障するのではないか。

（教育総務課長）

 冷房・暖房に加え、送風、除湿の機能を有して

いる。

（教育総務課長）

 おおむね１５年である。

（教育総務課長）

 設置した年度は不要だが、翌年度以降は定期的

に点検を行い、良好な状態で使用できるよう適切

に管理を行う予定である。実施頻度は、使用状況

によって異なるため、今後、メーカー等と確認し

ながら必要に応じて行っていく。

（教育総務課長）

 令和元年の台風第１９号により発生した雨漏

りは、すでに修繕などの対応を完了しており、そ

れ以降は、学校から体育館の深刻な雨漏り被害の

報告は受けてないが、今後、発生した場合は、速

やかに修繕等で対応を行っていく。

室内機は、体育館の構造に応じて、キャットウ

ォークの下もしくは壁から突き出す形での設置

を考えており、天井などから雨漏りがあった場合

でも空調機が直接の影響を受けることはないと

考えている。
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質 疑 応 答

（木岡 たかし 委員）

 各方式のランニングコストは、試算ではどのく

らいか。

（木岡 たかし 委員）

 雨漏りの影響はないとのことだが、そもそも体

育館の雨漏り対策は行っているのか。

（木岡 たかし 委員）

 すべてＬＰガス方式にしなかった理由は何か。

（木岡 たかし 委員）

 災害時のメリットを考えるならば極力全てＬ

Ｐガスにすればよかったのではないか。

（木岡 たかし 委員）

 設置完了の目途の時期はいつか。

（教育総務課長）

 月額平均の試算で、電気式が２８万８千円、Ｌ

Ｐガス式が２０万２千円、都市ガス式が１５万７

千円である。

（教育総務課長）

 外壁、屋上防水などの雨漏りの対策は適宜行っ

ており、平常時には、雨漏りの影響のないよう、

適切に対応している。

（教育総務課長）

 防災拠点を考慮して市内１０地区に１校ずつ

導入し、プロパン庫のスペースや校門からプロパ

ンを搬入する動線を考え、設置可能な１０校とし

たものである。

（教育総務課長）

 災害の状況によって、ガス式、電気式、ＬＰガ

ス式のそれぞれの方式に影響があると考えられ、

一つの方式に絞らないことでリスク分散を考え

ている。

（教育総務課長）

 令和４年１月から着工し、令和４年７月頃に稼

働できることを目指している。
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質 疑 応 答

（井上 薫 委員）

 室外機の浸水対策はどのように行っているの

か。

（大関 修克 委員）

 ２期工事を行うにあたり、１期工事からの課題

は何かあるか。

（大関 修克 委員）

 遅れた原因はなにか。

（教育総務課長）

 荒川洪水の浸水想定区域内にある学校につい

ては、室外機の基礎を約１メートル嵩上げして対

策を行っている。

（教育総務課長）

 １期工事では、着手するまでに時間がかかり、

夏季までに稼働が間に合わなかったことが反省

点である。２期工事では、１期工事の反省を生か

して令和４年７月頃には稼働できるように進め

ていくことを考えている。

（教育総務課長）

 空調機の設置について令和元年の後半に検討

に着手し、令和４年の夏季までに中学校２６校で

稼働できることを目指し、令和２年から２カ年に

分けて整備を進めてきたが、各学校の体育館の状

況が異なることから調査に時間を要した。その後

設計を行い、工事の予算を令和２年１２月補正で

計上したが、夏季までに間に合わなかったもので

ある。２期工事については、２６校の状況は把握

できたので、調査結果を踏まえて設計を早め、令

和４年７月頃の稼働に間に合うよう、９月補正に

計上したものである。
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質 疑 応 答

（大関 修克 委員）

関連であるが、再生可能エネルギーに対してど

のように考えているのか。

＜ 討 論 ＞

なし。

＜ 採 決 ＞

 起立者全員にて可決。

（教育総務課長）

 再生可能エネルギーの導入を進めることは国

の方針というのは承知しているが、全市的な方針

に沿って施設への導入を検討していくものと考

えている。再生可能エネルギーの活用や太陽光発

電の導入を含めて、市としてどのような課題があ

るかなど、今後も継続して研究していく。
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環境経済文教常任委員会質疑応答概要

（令和３年９月市議会定例会）                      学校教育部 学務課

質 疑 応 答

議案第１１４号 専決処分の承認について（裁判上の和解について）

＜ 質 疑 ＞

（木岡 たかし 委員）

裁判に至ったということで、市としてはどこに落

ち度があったのか。

（石橋 俊伸 委員）

今回の事故での怪我が全治何週間であったか。ま

た、今回の費用は全て全国市長会学校災害賠償補償

保険にて補填されたとのことだが、この保険の補償

内容はどのようなものか。

（井上 薫 委員）

和解となったということで、児童たちのわだかま

りや学校生活での配慮はあるのか。

（学務課長）

市としては、校外であるとはいえ、学校管理下に

おいての事故ということで、安全配慮に欠けてい

たものだと認識している。

（学務課長）

近隣の医療機関に掛かったのち、川口医療センタ

ーに数日入院、その後小児医療センターにて２週

間程度入院したため、全体で概ね３週間である。

２点目について、保険では１事故につき最大１億

円の補償がされる。また、今回のように訴訟に発

展した場合の弁護士費用についても補償されるも

の。

（学務課長）

学校ではクラスを分けるなどして両児童が接触す

る機会を極力減らすよう配慮している。現在は２

人とも元気に学校に通っている。
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質 疑 応 答

（井上 薫 委員）

裁判は終わったが、今後も長い目で見て、児童

たちの悩みや相談を引き続き受けていただきた

い。

＜ 討 論 ＞

なし。

＜ 採 決 ＞

起立者全員にて可決。

-36-


